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パソコン・スマートフォン・タブ
レット端末からもご覧いただけます。

https://s.srdb.jp/6140/

新型コロナウイルスへの感染防止のため、次の
対策を実施した上で、株主総会を開催させてい
ただきます。
株主の皆さまのご来場に伴う感染リスクを低減
させるため、書面またはインタ―ネット等による
事前の議決権行使にご協力いただきますよう、
ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。

・ご来場に際し、マスクの着用をお願いいたします。
・会場入場の際、検温させていただき、発熱が
あると認められた方、体調不良と思われる方
は入場をお断りする場合もございます。
・当社役員および運営スタッフは、検温を含め、
体調を確認の上、マスク着用で対応させて
いただきます。

・当日出席の株主さまへのお土産はございません。
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株 主 各 位 （証券コード 6140)
2020年６月８日

東京都千代田区紀尾井町４番１号

旭ダイヤモンド工業株式会社
代表取締役社長 片 岡 和 喜

第101回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、外出自粛が強く要請される事態に至っておりま
す。株主の皆さまにおかれましては、極力、書面またはインターネット等によって事前に議決権
を行使いただくよう、お願い申しあげます。お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださ
いまして、次頁のご案内に従って、2020年６月24日（水曜日）午後６時までに議決権を行使し
てくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時(受付開始予定時刻：午前９時)
2. 場 所 東京都千代田区紀尾井町４番１号

ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階「麗の間」
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第101期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類
の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第101期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎本招集通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款
第19条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.asahidia.co.jp/）に掲載しておりますので、添付書類には記
載しておりません。なお、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」は、会計監査人及び監査役が監査報告書を作成するに
際して、連結計算書類及び計算書類の一部として、合わせて監査を行っております。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.asahidia.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎新型コロナウイルスの感染状況により、株主総会の運営に係る重大な変更が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.asahidia.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎上記期限までに議決権行使書をご返送もしくはインターネット等で議決権を行使いただいた株主様には、クオカード(500円分)を後日ご送付い
たします。
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スマートフォンでの議決権行使は
「スマート行使」をご利用ください

「ネットで招集」なら
「スマート行使」へ簡単アクセス！

詳しくは同封の案内チラシを
ご覧ください 詳しくは次のページへ

当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

◆ 行使期限：2020年６月24日（水）午後６時までに到着

◆ 行使期限：2020年６月24日（水）午後６時まで

■ 書面による議決権行使

■ インターネット等による議決権行使

事前に議決権を行使いただく場合

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご
返送いただきたくお願い申しあげます。

パソコン等から当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）
にアクセスして頂き、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」
及び「パスワード」をご利用のうえ、４頁をご参照いただき画面の案内にしたがって、
議案に対する賛否をご入力いただきたくお願い申しあげます。

◎議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
◎パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。なお、パスワー
ドは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

◎この議決権行使ウェブサイトは、一部の携帯電話端末（スマートフォン等）を用いる場合を除き、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけません。
また、株主様のインターネット利用環境によっては、インターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、ご了承ください。
◎議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、全て株主様のご負担となります。
◎議決権行使書とインターネット等により、重複して議決権行使が行われた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
なお、同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

◎インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
◎インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先
三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル ［電話］0120-652-031（受付時間9：00～21：00）
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101

101

101

2020年6月25日（木曜日）

2020年6月25日（木曜日）

101

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

「スマート行使」ボタンはカメラが起動します。議決権行使書用紙のＱＲコードを撮
影すると、ID・パスワードなしで議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。
「議決権行使」ボタンは直接インターネット議決権行使ウェブサイトへアクセスいた
だけます。

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。
Googleカレンダーを利用している方は簡単に
スケジュール登録をすることができます。

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。

「スマート行使」
ボタンをタッチ後
「OK」を選択でカ
メラが起動します。

議決権行使書用紙
のQＲコードを撮
影し、撮影した写
真の画面で「写真
を使用」をタッチ。

「OK」を選択後、
「スマートフォン用
議決権行使ウェブ
サイト」へアクセ
スいただけます。

招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

「ネットで招集」のご案内

POINT 1
議決権行使ウェブサイト、「スマート行使」へ簡単アクセス

POINT 2 簡単スケジュール登録

POINT 3 株主総会会場へのアクセスにも便利

アクセスはこちら!!
https://s.srdb.jp/6140/

議決権行使書
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使について
のお問い合わせ
インターネットによる議決権行使に関するパソコン・
スマートフォン等の操作方法に関するお問い合わせ
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120（652）031（9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する
以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくこと
によってのみ可能です。

議決権行使期限
2020年６月24日（水）午後６時まで
議決権行使ウェブサイトアドレス
https://www.web54.net

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使
書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パス
ワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする

2. ログインする

3. メニューから議決権行使を選択

アクセス手順について

「次へ進む」をクリック

お手元の議決権行使書用紙の左
下に記載された「パスワード」
を入力し、「次へ」をクリック
以降は画面の入力案内に従っ
て賛否をご入力ください。

お手元の議決権行使書用紙の左
下に記載された「議決権行使
コード」を入力し、「ログイン」
をクリック
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

　 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題のひとつと位置付け、将来の事業展開と企業価値向上を
図りながら、研究開発や設備投資、適切な内部留保に努めつつ、継続的な安定配当を基本方針とし、連結
業績に応じた利益配分を実施してまいります。
当期は、第４四半期連結会計期間において千葉鶴舞工場に係る減損損失を特別損失に計上したことなど
により、親会社株主に帰属する当期純損失を計上することになりましたが、期末配当金につきましては、
予定通り、１株につき６円とさせていただきたく存じます。
これにより、中間配当金４円と合わせて、年間配当金は１株につき10円となります。

１. 配当財産の種類
　 金銭
２. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金６円 総額 334,149,978円
３. 剰余金の配当が効力を生じる日

　 2020年６月26日
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第２号議案 取締役９名選任の件
当社では、取締役の任期を１年と定めております。取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をも
って任期満了となります。
つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役２名を含
む取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けたうえで決定
しております。

候補者
番 号 氏 名 現在の地位及び担当 出席回数／取締役会 出 席 回 数 ／

指名・報酬諮問委員会

１ 再 任 片
か た お か
岡 和

か ず き
喜 代 表 取 締 役 社 長 10回／10回 ４回／４回

２ 再 任 粉
こ が わ
川 和

か ず お
勇 代 表 取 締 役 常 務

営 業 本 部 長 10回／10回 ―

３ 再 任 外国人 藍
らん

敏 雄
み ん し ょ ん 常 務 取 締 役

グローバル事業統括本部長 ９回／10回 ―

４ 再 任 谷
た に ぐ ち
口 和

か ず あ き
昭

取 締 役
生産技術本部長兼
技術統括 兼 千葉鶴舞工場長

10回／10回 ―

５ 再 任 萩
は ぎ わ ら
原 利

と し ま さ
昌

取 締 役
グローバル事業統括本部
中 国 ・ 台 湾 統 括

９回／10回 ―

６ 再 任 阿
あ べ
部 英

ひ で お
夫 取 締 役

玉 川 工 場 長 ８回／８回 ―

７ 再 任 原
はら

智 彦
と も ひ こ 取 締 役

三 重 工 場 長 ８回／８回 ―

８ 再 任 社外取締役
候補者

独立
役員 小

こ や ま
山 修

おさむ 取 締 役
（社 外 取 締 役） 10回／10回 ４回／４回

９ 再 任 社外取締役
候補者

独立
役員 永

な が た
田 新

し ん い ち
一 取 締 役

（社 外 取 締 役） 10回／10回 ４回／４回

2020年05月25日 20時32分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 7 ―

候補者
番 号

１

かた おか かず き

片 岡 和 喜
再 任
生年月日
1952年３月５日生
取締役在任年数
12年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
指名・報酬諮問委員会への出席状況
４回／４回
所有する当社株式の数
95,699株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年４月 当社入社
2005年７月 営業本部技術部長
2008年６月 取締役営業本部副本部長
2011年６月 常務取締役経営戦略企画本部長兼営業本部副本部長
2013年６月 代表取締役専務営業本部長
2015年６月 代表取締役社長（現任）
2019年７月 指名・報酬諮問委員会委員（現任）

取締役候補者とした理由
片岡和喜氏は、当社に入社以来、営業部門、経営戦略企画部門、技術研究部

門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を
有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2015年6月より代表取締役社長としてその職務を適切に遂行し、当

社経営を担っていることから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしてお
り、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番 号

２

こ がわ かず お

粉 川 和 勇
再 任
生年月日
1957年１月２日生
取締役在任年数
９年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
所有する当社株式の数
31,818株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年４月 当社入社
2008年７月 経営戦略企画本部企画部長
2009年６月 執行役員経営戦略企画本部長
2011年６月 取締役玉川工場長
2013年６月 常務取締役経営戦略企画本部長
2015年６月 代表取締役常務営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
粉川和勇氏は、当社に入社以来、経営戦略企画部門、営業部門、生産技術部

門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を
有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2011年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行している

ことから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

３

らん みん しょん

藍 敏 雄
再 任 外国人
生年月日
1953年３月４日生
取締役在任年数
15年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
９回／10回
所有する当社株式の数
33,214株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年９月 当社入社 営業本部長付副部長（1996年７月退職）
1996年８月 台湾鑽石工業股份有限公司董事長（現任）
2005年６月 当社取締役海外事業部担当
2017年７月 当社取締役海外事業本部長
2019年６月 当社常務取締役海外事業本部長
2019年11月 当社常務取締役グローバル事業統括本部長（現任）
重要な兼職の状況
台湾鑽石工業股份有限公司董事長

取締役候補者とした理由
藍 敏雄氏は、当社に入社以来、経営戦略企画部門、海外子会社代表取締役

董事長に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力
を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2005年6月より当社の外国籍取締役として、その職務を適切に遂行

していることから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任で
あると判断し、引き続き取締役候補者としております。

　
候補者
番 号

４

たに ぐち かず あき

谷 口 和 昭
再 任
生年月日
1950年４月23日生
取締役在任年数
９年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
所有する当社株式の数
22,626株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973年４月 当社入社
2005年７月 千葉鶴舞工場生産技術部長
2008年７月 執行役員千葉鶴舞工場副工場長
2011年６月 取締役千葉鶴舞工場副工場長
2013年６月 取締役千葉鶴舞工場長
2017年７月 取締役生産技術本部技術統括兼千葉鶴舞工場長
2019年６月 取締役生産技術本部長兼技術統括兼千葉鶴舞工場長（現任）

取締役候補者とした理由
谷口和昭氏は、当社に入社以来、生産技術部門、管理部門等に従事し、ダイ

ヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当
社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2011年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行している

ことから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

５

はぎ わら とし まさ

萩 原 利 昌
再 任
生年月日
1959年11月10日生
取締役在任年数
６年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
９回／10回
所有する当社株式の数
25,563株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４月 当社入社
2004年12月 名古屋支店副部長
2009年６月 執行役員名古屋支店長
2014年６月 取締役名古屋支店長
2015年４月 上海旭匯金剛石工業有限公司董事長（現任）
2015年４月 取締役中国統括
2017年７月 取締役海外事業本部中国・台湾統括
2019年11月 取締役グローバル事業統括本部中国・台湾統括（現任）
重要な兼職の状況
上海旭匯金剛石工業有限公司董事長

取締役候補者とした理由
萩原利昌氏は、当社に入社以来、営業部門、海外子会社代表取締役董事長に

従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有する
とともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2014年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行している

ことから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。

　
候補者
番 号

６

あ べ ひで お

阿 部 英 夫
再 任
生年月日
1957年７月15日生
取締役在任年数
１年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
８回／８回
所有する当社株式の数
11,621株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2005年７月 玉川工場第一製造部副部長
2010年７月 玉川工場第一製造部長
2013年６月 執行役員玉川工場長
2019年６月 取締役玉川工場長（現任）

取締役候補者とした理由
阿部英夫氏は、当社に入社以来、生産技術部門、管理部門等に従事し、ダイ

ヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当
社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2019年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行している

ことから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

７

はら とも ひこ

原 智 彦
再 任
生年月日
1958年１月10日生
取締役在任年数
１年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
８回／８回
所有する当社株式の数
19,975株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2005年７月 玉川工場第二製造部副部長
2010年７月 玉川工場第二製造部長
2013年２月 海外事業部長（P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア出向）
2013年６月 執行役員P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長

2017年７月 執行役員海外事業本部ASEAN・豪州統括
（P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長）

2019年６月 取締役三重工場長（現任）

取締役候補者とした理由
原 智彦氏は、当社に入社以来、生産技術部門、海外子会社代表取締役、管

理部門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能
力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
また、2019年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行している

ことから、「取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

８

こ やま おさむ

小 山 修
再 任 社外取締役候補者 独立役員
生年月日
1948年８月８日生
取締役在任年数
６年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
指名・報酬諮問委員会への出席状況
４回／４回
所有する当社株式の数
０株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2005年４月 三井物産㈱執行役員兼米国三井物産㈱副社長
2009年４月 三井物産㈱常務執行役員兼㈱三井物産戦略研究所代表取締役社長兼所長

（2012年３月 両社退任）
2013年１月 学校法人啓明学園常務理事（現任）
2014年６月 当社取締役（社外取締役）（現任）
2017年４月 学校法人国際大学監事（現任）
2019年７月 当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）

社外取締役候補者とした理由
小山 修氏は、三井物産㈱常務執行役員、㈱三井物産戦略研究所代表取締役社長兼所長を経験されるなど、経営者として

の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮
が期待でき、「取締役選任基準」及び「社外取締役選任基準」（16頁掲載）を満たしており、適任であると判断し、引き続
き社外取締役候補者としております。

独立性に関する事項
同氏と当社の間には、取締役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、三井物産㈱の元常務執行役員並びに㈱三井物産戦略研究所の元代表取締役社長兼所長でありますが、当社と三井

物産グループは株式の相互保有もなく、当社の原材料調達の取引がありますが、取引高は三井物産㈱連結売上高の約0.01
％であります。
同氏は、学校法人啓明学園の常務理事並びに学校法人国際大学の監事を兼務しておりますが、これらの学校法人と当社と

の間に特別の利害関係はありません。
したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」（17頁掲載）を満たしており、独立性が認め

られます。

責任限定契約
当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。
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候補者
番 号

９

なが た しん いち

永 田 新 一
再 任 社外取締役候補者 独立役員
生年月日
1948年１月31日生
取締役在任年数
５年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
指名・報酬諮問委員会への出席状況
４回／４回
所有する当社株式の数
1,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1998年７月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）融資企画部参事役

（1999年６月退職）
1999年６月 ファインクレジット㈱（現ヤマトクレジットファイナンス㈱）取締役
2000年７月 同社常務取締役
2006年７月 同社常務執行役員（2008年６月退任）
2008年６月 当社監査役（社外監査役）（2015年６月退任）
2015年６月 当社取締役（社外取締役）（現任）
2019年７月 当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）

社外取締役候補者とした理由
永田新一氏は、金融機関出身者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社

外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、「取締役選任基準」及び「社外取締役選任基準」（16頁掲載）を満た
しており、適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

独立性に関する事項
同氏と当社の間には、取締役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は当社の取引金融機関の一つである㈱みずほ銀行に勤務しておりましたが、同行を退職してから21年が経過してお

ります。当社と同行グループは株式の相互保有もなく、借入金についても当社の海外子会社で300百万円のみであり、同行
は当社の主要取引金融機関には該当しません。
同氏は、ヤマトクレジットファイナンス㈱の元常務執行役員でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係はありま

せん。
したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」（17頁掲載）を満たしており、独立性が認め

られます。

責任限定契約
当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。

（注）１．取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
①藍敏雄氏は、当社子会社台湾鑽石工業股份有限公司董事長を兼任しており、当社は同社に対して、製品の販売等の取引
関係があります。
②その他の取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

２．小山 修、永田新一の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届出しております。
３．取締役の在任年数は、本定時株主総会終結の時をもって、計算しております。
４．各取締役候補者の所有する当社株式数には、役員持株会を通じての保有分を含めた、2020年３月31日現在の状況を記載し
ております。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名（うち社外監査役２名）の選任をお願いするものであります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けたうえで決定
しております。

候補者
番 号 氏 名 現在の地位 出席回数／取締役会 出席回数／監査役会

１ 再 任 香
か や ま
山 盛

も り お
夫 常 勤 監 査 役 10回／10回 10回／10回

２ 再 任 社外監査役
候補者

独立
役員 大

お お た か
高 由紀夫

ゆ き お 監 査 役
（社 外 監 査 役） ９回／10回 ９回／10回

３ 再 任 社外監査役
候補者

独立
役員 川

か わ し ま
嶋 誠

ま さ ひ と
人 監 査 役

（社 外 監 査 役） 10回／10回 10回／10回

候補者
番 号

１

か やま もり お

香 山 盛 夫
再 任
生年月日
1955年４月６日生
監査役在任年数
４年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
監査役会への出席状況
10回／10回
所有する当社株式の数
9,760株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

2004年４月 中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）町田支店長
（2006年５月退職）

2009年５月 中央三井信用保証㈱ (現三井住友トラスト保証㈱)取締役企画部長兼業務部長
（2010年３月退任）

2010年４月 当社入社、経営戦略企画本部企画部副部長
2015年４月 当社管理本部総務部参事
2016年６月 当社常勤監査役（現任）

監査役候補者とした理由
香山盛夫氏は、金融機関出身者としての豊富な業務経験と幅広い見識、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また当社に入社以来、管理部
門、経営戦略企画部門に従事し、豊富な業務知識・経験を有しております。そ
の経験から、「監査役選任基準」（17頁掲載）を満たしており、監査役として
適任であると判断し、引き続き監査役候補者としております。

責任限定契約
当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第

423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続す
る予定であります。

2020年05月25日 20時32分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

連
結
監
査
報
告
書

計
算
書
類

監
査
報
告
書― 14 ―

候補者
番 号

２

おお たか ゆ き お

大 高 由紀夫
再 任 社外監査役候補者 独立役員
生年月日
1955年10月23日生
監査役在任年数
５年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
９回／10回
監査役会への出席状況
９回／10回
所有する当社株式の数
０株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2004年５月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）バハレーン駐在員事務所所長

2007年６月 同行 欧州プロダクツ営業部ドバイ出張所所長 兼 バハレーン駐在員事務所所長
（2008年３月退職）

2008年６月 大和製罐㈱ 資金部部長（2010年１月退職）
2010年３月 ゼブラ㈱ 理事 アジア中近東営業本部副本部長（2015年３月退職）
2015年６月 鬼怒川ゴム工業㈱ 取締役（社外取締役）（2016年10月退任）
2015年６月 当社監査役（社外監査役）（現任）
2017年６月 日本シイエムケイ㈱監査役（社外監査役）（現任）

社外監査役候補者とした理由
大高由紀夫氏は、金融機関出身者としての海外における豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、「監査役選任基準」及び「社外監査役選任基
準」（17頁掲載）を満たしており、適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者としております。

独立性に関する事項
同氏と当社の間には、監査役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、当社の取引金融機関の一つである㈱みずほ銀行に勤務しておりましたが、同行を退職してから12年が経過して

おります。当社と同行グループは株式の相互保有もなく、借入金についても当社の海外子会社で300百万円のみであり、同
行は当社の主要取引金融機関には該当しません。
同氏は、大和製罐㈱の元部長、ゼブラ㈱の元理事及び鬼怒川ゴム工業㈱の元社外取締役並びに日本シイエムケイ㈱の社外

監査役でありますが、各社と当社との間に特別の利害関係は有りません。
したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」（17頁掲載）を満たしており、独立性が認め

られます。

責任限定契約
当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。
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候補者
番 号

３

かわ しま まさ ひと

川 嶋 誠 人
再 任 社外監査役候補者 独立役員
生年月日
1953年８月５日生
監査役在任年数
３年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
10回／10回
監査役会への出席状況
10回／10回
所有する当社株式の数
０株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2004年５月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）大阪支社副支社長

（2006年１月退職）
2006年２月 三菱ＵＦＪキャピタル㈱常務執行役員
2006年６月 同社 代表取締役常務（2009年６月退任）
2009年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱ 代表取締役副社長

（2010年10月退任）
2011年４月 千代田化工建設㈱ 専務執行役員ＣＦＯ
2011年６月 同社 代表取締役専務執行役員ＣＦＯ（2017年６月退任）
2017年６月 当社監査役（社外監査役）（現任）

社外監査役候補者とした理由
川嶋誠人氏は、金融機関出身者としての豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おり、また千代田化工建設㈱代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼 リスクマネジメント管掌を経験されるなど、社外監査役に
求められる役割・責務の発揮が期待でき、「監査役選任基準」及び「社外監査役選任基準」（17頁掲載）を満たしており、
適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者としております。

独立性に関する事項
同氏と当社の間には、監査役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、当社の取引金融機関の一つである㈱三菱ＵＦＪ銀行に勤務しておりましたが、同行を退職してから14年が経過

しております。
同行が保有する当社株式の議決権比率は2.49％と当社の主要株主には該当しません。一方、当社が保有する㈱三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループ株式の議決権比率は0.1％未満です。また、借入金についても当社の海外子会社で63百万円の
みであり、同行は当社の主要取引金融機関には該当しません。
同氏は、三菱ＵＦＪキャピタル㈱の元代表取締役常務及びエム・ユー・フロンティア債権回収㈱の元代表取締役副社長並

びに千代田化工建設㈱の元代表取締役専務執行役員ＣＦＯでありますが、各社と当社との間に特別の利害関係はありませ
ん。
したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」（17頁掲載）を満たしており、独立性が認め

られます。

責任限定契約
当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。

（注）１．各監査役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
２．大高由紀夫、川嶋誠人の両氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届出しております。
３．監査役の在任年数は、本定時株主総会終結の時をもって、計算しております。
４．各監査役候補者の所有する当社株式数には、役員持株会を通じての保有分を含めた、2020年３月31日現在の状況を記載し

ております。
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（ご参考）
　

取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、

取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を、2019年７月31日付で設置しました。
同委員会は、取締役会が選定する３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。委員長は、

独立社外取締役である委員の中から、「指名・報酬諮問委員会」の決議によって選定しました。
同委員会は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行い、

次のとおり「取締役及び監査役の選解任基準」を決定しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、独立性を重視しており、次のとおり当社独自の「独立性判断基準」

を定めております。

取締役選解任基準
１．取締役選任基準
①心身の健康状況等において、取締役としての職務執行に著しい支障が生じないこと
②法令・定款等への違反がないこと
③取締役として求められる知識・能力・倫理観を有していること
④取締役に求められる経験を経ており、先見性に優れていること
⑤経営計画の策定・管掌領域・担当部門の業務の遂行等を通じて、会社の業績・価値向上に貢献できること

２．社外取締役選任基準
①当社の定める独立性判断基準を満たすこと
②独立かつ客観的な立場から、取締役会における意思決定にあたり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること
③独立かつ客観的な立場から、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること
④独立かつ客観的な立場から、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督できること
⑤独立かつ客観的な立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること

３．取締役解任基準
①公序良俗に反する行為を行った場合
②法令または定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合
③職務執行に著しい支障が生じた場合
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監査役選解任基準

１．監査役選任基準
①心身の健康状況等において、監査役としての職務執行に著しい支障が生じないこと
②法令・定款等への違反がないこと
③監査役として求められる知識・能力・倫理観を有していること
④監査役会のうち最低１名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること

２．社外監査役選任基準
①当社の定める独立性判断基準を満たすこと
②独立かつ客観的な立場から、取締役会の妥当性、適正性について監査、提言ができること

３．監査役解任基準
①公序良俗に反する行為を行った場合
②法令または定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合
③職務執行に著しい支障が生じた場合

社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、下記の項目の何れにも該当しない者を、当社にとって独立性を有
すると判断します。

記

（1）当社の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
（2）当社が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
（3）当社の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
（4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を当社が占める取引先に所属している者
（5）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
（6）前年度に当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門

家（当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（7）前年度に当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
（8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
（9）上記（1）から（8）の配偶者または二親等以内の親族

以 上
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添付書類
事 業 報 告

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
　
（1）事業の経過及びその成果
　
当連結会計年度における国内経済は、米中貿易摩擦の影響、世界経済の減速もあり、輸出の減少が続くな
ど、景気低迷の状態となりました。世界経済においても、政治的・経済的な混迷により、製造業の業績が悪化
する中、新型コロナウイルス感染症の拡大による各種制限により、経済への悪影響が現れ始めています。
このような状況のなか、当社グループは積極的な販売活動と製品開発に注力してまいりましたが、売上構成
比の高い電子・半導体業界において前年度から続く生産減の影響を受け、当年度は前期を下回る結果となりま
した。輸送機器業界、機械業界向けの関連工具は、世界での自動車生産台数が前年割れするなど厳しい状況に
あったことから両業界ともに前期を下回る結果となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、353億４百万円(前期比14.0％減)となりました。利益面におきま
しては、営業利益２億94百万円(前期比88.5％減)、経常利益5億91百万円(前期比81.0％減)となりました。ま
た、第４四半期連結会計期間において千葉鶴舞工場に係る減損損失６億39百万円の特別損失を計上したことな
どから、親会社株主に帰属する当期純損失は△３億40百万円となりました。
　
業界別の概況は、次のとおりです。

①電子・半導体業界
電子・半導体業界では、当期後半には若干の回復が見られ、底入れした感がありましたが、通年で見ると前
期を下回る生産となりました。一方、高速通信用電子部品や車載用電子部品では、生産が好調に推移したこと
から、関連工具の販売は好調であったものの、半導体市場においてはメモリーの減産もあり、当業界向け関連
工具の販売は減少しました。
これらの結果、電子・半導体業界向け売上高は113億84百万円(前期比16.5％減)となりました。
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②輸送機器業界
自動車業界では、国内及び米国生産が微減であったものの、市場の牽引役を担っていた中国でも大幅な生産
減となったのをはじめ、インド市場において生産減となるなど、世界での自動車生産が大きく減少しました。
これにより、関連工具の販売は減少しました。一方、航空機業界では、ジェットエンジン部品加工用工具の販
売が前期に比べ、増加しました。しかしながら自動車業界向け関連工具の販売減の影響が大きく、当業界向け
関連工具の販売は減少しました。
これらの結果、輸送機器業界向け売上高は87億57百万円(前期比12.0％減)となりました。
③機械業界
軸受や工作機械業界では、自動車等の輸送機器や一般産業用の生産が大きく減少しました。また、超硬工具
業界においても自動車・機械部品の需要減により生産が減少しました。当社グループは既存販売に加え、新規
拡販を進めるなど販売強化に努めましたが、これら業界の需要減の影響を受け、当業界向け関連工具の販売は
減少しました。
これらの結果、機械業界向け売上高は89億74百万円(前期比14.6％減)となりました。
④石材・建設業界
国内の建設業界では公共・民間ともに工事量の減少が続き、新製品の市場投入による増販はありましたが、
関連工具の販売は減少しました。また、石材関連製品の売上が減少したことから全体では前期を下回る売上高
となりました。
これらの結果、石材・建設業界向け売上高は45億４百万円(前期比12.7％減)となりました。
⑤その他
大学、研究機関、窯業及び宝飾等上記以外の業種への売上高は16億83百万円(前期比6.3％減)となりまし
た。
　

（2）設備投資等の状況
　
当連結会計年度における設備投資の総額は53億28百万円であります。その主なものは、千葉新工場建設及
び生産能力の増強を目的とした生産設備への投資であります。
なお、上記の設備投資の資金は、全額を自己資金で充当しました。
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（3）対処すべき課題
　
当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、2022年度を最終年度とする「中期経営計画2022」を
策定しましたが、2030年の目指すべき姿として「VISION2030」を設定し、その第一段階として本中期経営
計画を位置付け、重点テーマを実行することにより、成長基盤の確立を進めてまいります。

「VISION2030」
10年後のあるべき姿として、『「地域×業界」軸で戦略的な製品展開を行うグローバルダイヤモンド工具
メーカー』を設定しました。
「地域」軸の比重が高かった従来と比較して「業界」軸の比重を高めていく必要があり、また各業界にお
いても技術の発展や革新により、お客様のニーズは絶えず変化していることから、これらに柔軟に対応し
ていく「戦略的な製品展開」を目指すものです。

「中期経営計画2022」の重点テーマ
①高度専門化する顧客ニーズへの一貫対応
営業・開発・製造の各部門が特定の業界や製品の軸の下で一貫対応を行ってまいります。

②グローバル展開の最適化と加速
ダイヤモンド及びCBN工具の総合メーカーとしての枠組みを維持しつつも、経営資源の集中配分を進
める必要があり、経営資源を有効に活用するために、社外提携についても柔軟に活用してまいります。

③経営インフラと管理体制の強化
重点テーマを戦略的に進めるため、人財育成はもとより、あらゆるデータを有効活用し、収益管理を徹
底してまいります。更なる海外展開を進めるにあたり、ガバナンス機能も強化してまいります。

具体的な数値目標については、新型コロナウイルスの感染拡大が、世界的に影響を与えている状況下におい
て、算出が困難なため、開示できる状況になり次第、改めて公表いたします。

株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。
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（ご参考）
【経営理念】
　「モノづくりをもっと面白く」　旭ダイヤモンド工業グループは、「できないをできる」に変え、あらゆる産業のモノづくりに貢献し、社
会の発展を支えてきました。テクノロジーの進化が加速しているモノづくりの現場では、日々困難な問題に
取り組んでいます。　
解決の糸口は、「面白く」。　ユニークな技術やソリューションは、未来の大きな進歩に夢を馳せるワクワク感から、いつも生まれてき
ます。私たちは、お客様と共に「モノづくりをもっと面白く」し、社会の発展に貢献していきます。　
【目指す姿】
・唯一無二＜One and Only＞

世界の変化を先取りし、革新的技術とグローバルな組織力で、当社にしかできない製品・ソリューション
を提供し続けます。　・永続的な成長＜Eternal Growth＞
モノづくりに携わる全世界のお客様から最も頼られる存在となり、永続的に成長する企業を目指します。　・働きがい＜Job Satisfaction＞
仕事のやりがいを個々の成長に結び付けて持ち味を引き出し、全従業員がいきいきと働く企業を目指します。　

【行動指針】
・Challenge＜チャレンジ＞
▶高い目標を明確に設定して、最後まで諦めずにやりきる
▶変化や失敗を恐れずに、前向きに挑戦する
▶世界の変化を先取りし、自ら変革し続ける　・Customer＜顧客志向＞
▶お客様が気付いていないニーズを発見する
▶お客様の期待を超える感動を提供する
▶お客様の「ありがとう」を活力にする　・Cooperation＜ボーダレスな連携＞
▶組織を超えていつでも協力し合える関係を築く
▶異なる文化や習慣を尊重し信頼関係を築く
▶お客様や協力会社、研究機関と効果的な連携を図る　・Character＜持ち味を活かす＞
▶個々の特性を活かして成長に結びつける
▶組織の枠にとらわれず、適材適所を実現する
▶将来を見据え、中長期的な視点で人材を育成する
・Speed＜スピード＞
▶世界に先駆けて最適な製品やソリューションを提供する
▶適切な判断と迅速な行動で、より大きな成果につなげる
▶常にアンテナを高く張り、世の中の動向をいち早く掴む
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（4）企業集団の財産及び損益の状況の推移
　

区 分 2016年度
第98期

2017年度
第99期

2018年度
第100期

2019年度
第101期

（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） 42,024 45,458 41,046 35,304

経 常 利 益（百万円） 2,945 5,074 3,108 591

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 2,487 1,614 2,321 △340

１株当たり当期純利益（円） 44.34 29.00 41.76 △6.13

総 資 産（百万円） 70,682 74,678 73,047 70,007

純 資 産（百万円） 57,288 59,708 59,028 56,833

１株当たり純資産額（円） 1,007.42 1,048.95 1,040.37 1,000.06
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（5）重要な子会社等の状況　
重要な子会社及び重要な関連会社の状況
　
①重要な子会社　

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
％

山梨旭ダイヤモンド工業株式会社 48,000千円 100.0 ダイヤモンド工具の製造

是村旭ダイヤモンド工業株式会社 13,000千円 100.0 砥 石 の 製 造 販 売

旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS 830千EUR 100.0 ダイヤモンド工具の製造販売

旭ダイヤモンドインダストリアルドイツGmbH 25千EUR 100.0
(100.0) ダイヤモンド工具の販売

台湾鑽石工業股份有限公司 155,221千NT$ 69.1 ダイヤモンド工具の製造販売

上海旭匯金剛石工業有限公司 3,330千US$ 100.0
(21.6) ダイヤモンド工具の製造販売

P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア 8,406百万IDR 100.0 ダイヤモンド工具の製造販売

旭ダイヤモンドタイランドCO.,LTD. 106,000千THB 90.0 ダイヤモンド工具の製造販売

旭ダイヤモンドアメリカ,Inc. 100千US$ 100.0 ダイヤモンド工具の販売

旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB 3,050千SEK 100.0 ダイヤモンド工具の販売

旭ダイヤモンドインダストリアルオーストラリアPty.,Ltd. 2,500千A$ 100.0 ダイヤモンド工具の販売

旭ダイヤモンドデメキシコ,S.A.デC.V. 4,000千MXN 100.0 ダイヤモンド工具の販売

旭ダイヤモンドインダストリアルマレーシアSDN.BHD. 1,000千MYR 100.0 ダイヤモンド工具の販売
　

（注）1.議決権比率欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
2.当社の連結子会社は上記の重要な子会社13社であります。　

②重要な関連会社
　

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
％

新韓ダイヤモンド工業株式会社 6,500百万W 28.5 ダイヤモンド工具の製造販売
　

（注）上記の新韓ダイヤモンド工業株式会社は持分法適用会社であります。
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（6）主要な事業内容
　
当社グループは、ダイヤモンド工具の製造・販売並びにこれらの付随業務を行っております。
ダイヤモンド工具事業における業界別の主な製品は、次のとおりであります。

　
業 界 主 な 製 品

電 子 ・ 半 導 体
各種ダイヤモンドホイール、各種カッティングホイール、ＩＤブレード、
電着ダイヤモンドワイヤ、ダイヤモンドバンドソー、ＣＭＰコンディショナ、スクライバ、
ダイヤモンドダイス、精密研削砥石

輸 送 機 器
各種ダイヤモンドホイール、各種ＣＢＮホイール、各種カッティングホイール、
各種ダイヤモンドドレッサ、ダイヤモンドロータリドレッサ、バイト、ドリル、エンドミル、
リーマ、精密研削砥石

機 械
各種ダイヤモンドホイール、各種ＣＢＮホイール、各種ダイヤモンドドレッサ、
ダイヤモンドロータリドレッサ、ワイヤガイドダイス、ウォータージェットノズル、耐摩耗工具、
精密研削砥石、超仕上砥石

石 材 ・ 建 設
ダイヤモンドソーブレード、ポータブルカッタ、ダイヤモンドワイヤソー、
ダイヤモンド研磨工具、ダイヤモンドコアドリル、ダイヤモンドビット、掘削機械、切断機械
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（7）主要拠点等
　
①当社

区 分 所 在 地

本 社 東京都千代田区

国 内 支 店

大阪支店（大阪市淀川区）
名古屋支店（名古屋市東区）
九州支店（福岡県大野城市）
東北支店（仙台市青葉区）

国 内 工 場

三重工場（三重県伊賀市）
玉川工場（川崎市高津区）
千葉鶴舞工場（千葉県市原市）
千葉第二工場（千葉県長生郡）

海 外 拠 点 ヨーロッパ駐在員事務所（フランス）

研 究 所 技術研究所（千葉県市原市）

　
②子会社

区 分 所 在 地

国 内
山梨旭ダイヤモンド工業株式会社（山梨県韮崎市）
是村旭ダイヤモンド工業株式会社（神奈川県鎌倉市）

海 外

旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS（フランス）
旭ダイヤモンドインダストリアルドイツGmbH（ドイツ）
台湾鑽石工業股份有限公司（台湾）
上海旭匯金剛石工業有限公司（中国）
P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア（インドネシア）
旭ダイヤモンドタイランドCO.,LTD.（タイ）
旭ダイヤモンドアメリカ,Inc.（アメリカ）
旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB（スウェーデン）
旭ダイヤモンドインダストリアルオーストラリアPty.,Ltd.（オーストラリア）
旭ダイヤモンドデメキシコ,S.A.デC.V.（メキシコ）
旭ダイヤモンドインダストリアルマレーシアSDN.BHD.（マレーシア）
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（8）従業員の状況
　

区 分 従業員数 前期末比増減

国 内 1,212名 25名減

海 外 927名 44名減

合 計 2,139名 69名減

（注）１．従業員数は、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
２．従業員数には、臨時従業員331名は含まれておりません。
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2. 会社の株式に関する事項
　

（1）発行可能株式総数 190,300,000株

（2）発行済株式の総数 55,691,663株（自己株式 8,337株を除く。）

（3）株主数 13,721名（前期末比 519名減）

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 4,298 7.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,703 4.85

旭 ダ イ ヤ モ ン ド 社 員 持 株 会 1,590 2.85

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,384 2.48

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 505103 1,364 2.44

ユ ニ オ ン ツ ー ル 株 式 会 社 1,310 2.35

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,270 2.28

旭 ダ イ ヤ 共 栄 持 株 会 1,121 2.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,052 1.89

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,039 1.86

（注）１．当社は自己株式8,337株を保有しておりますが、上記持株比率の計算からは除いております。
２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）の持株数は、全て信託業務にかかる株式であります。
　

（5）当社が保有する株式に関する事項
　

①政策保有に関する方針
当社は、政策保有株式については、中長期的な取引関係の維持・強化を目的としており、取締役会は保有の

必要性・合理性についての検証を行っております。
②政策保有株式の議決権行使の基準
当社は、政策保有株式に係る議決権行使は、発行会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか

否かを総合的に判断し、実施しております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 片 岡 和 喜
代表取締役常務 粉 川 和 勇 営業本部長

常 務 取 締 役 藍 敏 雄 グローバル事業統括本部長
台湾鑽石工業股份有限公司董事長

取 締 役 谷 口 和 昭 生産技術本部長兼生産技術本部技術統括兼千葉鶴舞工場長

取 締 役 萩 原 利 昌 グローバル事業統括本部中国・台湾統括
上海旭匯金剛石工業有限公司董事長

取 締 役 阿 部 英 夫 玉川工場長
取 締 役 原 智 彦 三重工場長
取 締 役 小 山 修
取 締 役 永 田 新 一
常 勤 監 査 役 香 山 盛 夫
監 査 役 大 高 由紀夫
監 査 役 川 嶋 誠 人

（注）１．当期中の取締役及び監査役の異動
（1）2019年６月26日開催の第100回定時株主総会において、阿部英夫及び原 智彦の両氏は取締役に新たに選任され、就

任いたしました。
（2）2019年６月26日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって、取締役奥井威夫及び鈴木 徹の両氏は任期満了によ

り退任いたしました。
２．取締役小山 修及び永田新一の両氏は、社外取締役であります。
３．監査役大高由紀夫及び川嶋誠人の両氏は、社外監査役であります。
４．取締役小山 修、永田新一及び監査役大高由紀夫、川嶋誠人の各氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436
条の２に規定する独立役員であります。

５．監査役香山盛夫、大高由紀夫及び川嶋誠人の各氏は、いずれも金融機関出身者として、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

６．取締役片岡和喜、小山 修及び永田新一の各氏は、指名・報酬諮問委員会の委員であります。
７．2020年３月31日現在における執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員 大河内 孝夫 （大阪支店長）
常務執行役員 滝 口 明 （グローバル事業統括本部欧州統括兼ヨーロッパ駐在員事務所長 旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB社長）
執 行 役 員 井 元 修 三 （三重工場副工場長）
執 行 役 員 望 月 政 司 （千葉鶴舞工場副工場長）
執 行 役 員 松 田 順 一 （経営戦略本部長）
執 行 役 員 松 川 英 樹 （海外営業部長）
執 行 役 員 小 浦 雅 美 （管理本部長）
執 行 役 員 佐 藤 公 一 （名古屋支店長）
執 行 役 員 澤 田 穣 （グローバル事業統括本部ASEAN・豪州統括 P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長）
執 行 役 員 日下部 均 （玉川工場副工場長）

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し
ており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
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（3）取締役及び監査役の報酬等の額
　

区 分 支給人員 報酬等の額

取 締 役
（うち社外取締役）

11名
（２名）

245百万円
（15百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

31百万円
（12百万円）

合 計
（うち社外役員）

14名
（４名）

277百万円
（27百万円）　　（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第88回定時株主総会において年額450百万円以内（ただし、使用人分給
与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第88回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいておりま
す。

４．取締役の報酬等の総額には、当事業年度に計上した、株式給付引当金19百万円が含まれております。
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（4）社外役員に関する事項
　

当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 小 山 修

当事業年度の取締役会には、10回全てに出席し、毎回報告事項や
決議事項について適宜質問するとともに、経営者としての豊富な経
験と幅広い見識をもとに、必要に応じて社外の立場から意見を述べ
ております。
また、同氏は指名・報酬諮問委員会（2019年7月31日設置）の委
員を務めております。当事業年度の指名・報酬諮問委員会には、4
回全てに出席しております。

社 外 取 締 役 永 田 新 一

当事業年度の取締役会には、10回全てに出席し、毎回報告事項や
決議事項について適宜質問するとともに、金融機関出身者としての
豊富な経験と幅広い見識をもとに、必要に応じて社外の立場から意
見を述べております。
また、同氏は指名・報酬諮問委員会（2019年7月31日設置）の委
員を務めております。当事業年度の指名・報酬諮問委員会には、4
回全てに出席しております。

社 外 監 査 役 大 高 由 紀 夫

当事業年度の取締役会には、10回中９回に出席し、毎回報告事項
や決議事項について適宜質問するとともに、金融機関出身者として
の海外における豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関す
る相当程度の知見をもとに、必要に応じて社外の立場から意見を述
べております。
また、監査役会には、10回中９回に出席し、毎回他の監査役が行
った監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場
から意見を述べております。

社 外 監 査 役 川 嶋 誠 人

当事業年度の取締役会には、10回全てに出席し、毎回報告事項や
決議事項について適宜質問するとともに、経営者ならびに金融機関
出身者としての豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関す
る相当程度の知見をもとに、必要に応じて社外の立場から意見を述
べております。
また、監査役会には、10回全てに出席し、毎回他の監査役が行っ
た監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場か
ら意見を述べております。
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4. 会計監査人の状況
　
（1）会計監査人の名称
　
あると築地有限責任監査法人

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

　 46百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　 46百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分

しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載して
おります。

２．監査役会は、提示された監査計画に関する資料に基づき、会計監査人の実施する職務内容を踏まえ、必要な監査時間や工
数等をも考慮して報酬の見積額について妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同
意を行っております。

　
（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかな解任が
必要であると判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報
告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、監査の品質管理等を総合的に評価し、会計監査人の解任または
不再任が適当であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内
容を決定いたします。

　
（4）子会社の監査の状況
　

当社の重要な子会社のうち、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS、旭ダイヤモンドインダス
トリアルドイツGmbH、台湾鑽石工業股份有限公司、上海旭匯金剛石工業有限公司、P.T.旭ダイヤモンドイ
ンダストリアルインドネシア、旭ダイヤモンドタイランドCO.,LTD.、旭ダイヤモンドアメリカ,Inc.、旭ダイ
ヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB、旭ダイヤモンドインダストリアルオーストラリアPty.,Ltd.、
旭ダイヤモンドインダストリアルマレーシアSDN.BHD.は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけ
るこれらの資格に相当する資格を有するものを含む。）の監査を受けております。
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5. 会社の体制及び方針
　

（1）当社の取締役の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制

　
①当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1）当社は、「経営理念」「行動指針」「行動憲章」をまとめた「旭ダイヤ行動指針」を制定し、コンプライ
アンスの具体例をまとめた「コンプライアンスマニュアル」と共に、取締役及び使用人に対して法令順
守の周知徹底を図ります。

2）当社は、内部統制システム全体を統括し、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置
し、この下部組織に「情報開示委員会」「コンプライアンス委員会」「内部監査委員会」「個人情報保護
委員会」の4つの組織を設け、法令・定款に適合した体制の確保を図ります。

3）当社は、コンプライアンスに関する内部通報制度として、社内と社外の「ヘルプライン窓口」を整備
し、コンプライアンス体制を強化します。

　
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1）取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規則、稟議規程等に基づき、文書並びに電磁的に記録し、
保存期間を定め適切に保存します。

2）取締役及び監査役は、これらの記録を随時閲覧可能とします。
　
③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）「コンプライアンス委員会」及び「内部監査委員会」は、リスク管理の状況を監査するとともに、「内
部統制委員会」等にて、その内容を定期的に報告します。

2）「情報開示委員会」及び「個人情報保護委員会」は、情報漏えい等の事故防止に努めるほか、環境、品
質、安全、ブランド等のリスクについても、それぞれ所管する関係部署等がリスク管理を行います。

3）当社は、災害や事故等の不測の事態が発生した場合に、当社の事業を早期に再開・継続することを目
的として、事業継続マネジメント(BCM)を整備します。

4）当社は、重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項について、顧問弁護士に相談し、必要な
検討を行います。

　
④当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
1）当社は、取締役会を定期的に開催し、業務遂行に関する重要事項に係る意思決定を行うとともに、
個々の取締役の業務遂行の監督を行います。

2）当社は、取締役会終了後に執行役員及び国内子会社取締役社長を加えた役員会を開催し、意思決定の
周知徹底を図ります。

3）当社は、定期的に全社会議を開催して販売目標を立案し、それを基に生産会議を行い、目標達成のた
めの戦略を策定し、実現に向けた施策を決定します。

4）当社は、執行役員制度を導入し、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図り、
経営の迅速化を図ります。

⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、原則、各子会社においては、自主的に経営を行う事を基本方針としますが、「子会社管理規程」
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に基づき、重要事項については、子会社の取締役及び監査役等から当社の所管部署を通じて、取締役会
の承認または稟議書による決裁を受けるか、もしくは事前報告を行う事を義務付けます。

2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、当社の取締役または使用人を子会社の取締役または監査役等に
就任させ、子会社のリスク管理をサポートします。また、当社の「内部監査委員会」による子会社各社
の内部監査において、リスク管理の状況を監査します。

3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
子会社の取締役または監査役等に就任した当社の取締役または使用人は、子会社の効率的な業務運営を
図ります。

4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、当社の取締役または使用人を子会社の取締役または監査役等に
就任させ、子会社における法令及び定款に適合する業務運営を図ります。

　
⑥当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務補助のために、監査役会のもとに監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使
用人を選任し、監査役及び監査役会の業務の支援を行います。

　
⑦当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す
る監査役の指示の実効性の確保に関する事項
1）監査役の職務を補助する使用人は、取締役の管轄外となり指示命令を受けないものとします。
2）当社の監査役は、当社の監査役の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保するため、法令、
規則、定款等の定めに従い、当該使用人を指揮監督し、当該使用人は、監査役の指揮監督に服します。

　
⑧当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1）当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に影響を
及ぼす重大事項、内部監査の実施状況、内部通報制度（ヘルプライン）の状況、その他監査役がその職
務の遂行上、報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うことと
します。

2）当社は、上記 1）に従い、監査役への報告をした当社及び子会社の取締役及び使用人に対して、当該
報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。

　
⑨当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等については、当該監査役の職務の執行に必要でないと
認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務の支払を行います。

　
⑩その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、必要に応じ取締役会・役員会等の重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人と定期的に会合
を持ち、情報・意見交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求めることにより、実効的な監
査体制の構築を図ります。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①コンプライアンス確保の状況
1）「内部統制委員会」を定期的に開催し、コンプライアンス確保に向けた下部組織の活動状況に関する確
認を実施しております。

2）「経営理念」「行動指針」「行動憲章」を国内外のグループ会社に配付するとともに、「旭ダイヤ行動指
針」「コンプライアンスマニュアル」を国内グループ会社の全構成員に配付し、法令順守及びステーク
ホルダーの尊重を周知徹底しております。また、「行動憲章」の順守状況に関する確認を実施しており
ます。

3）国内においては内部通報制度である「ヘルプライン窓口」を社内と社外に設置し適切に運用しており
ます。また、「ヘルプライン窓口」の運用状況に関する確認を実施しております。

②リスク管理の状況
1）「内部統制委員会」を定期的に開催し、「内部監査委員会」による本社、工場等の事業所及び子会社に
対する内部監査結果など、各種リスクの管理状況に関する確認を実施しております。

2）大地震等の災害等が発生した場合に備えて、事業継続マネジメント(BCM)の整備を図るとともに、各
工場等において模擬訓練を実施しております。

③取締役の職務の状況
1）当該事業年度は取締役会を10回開催し、業務執行に関する重要事項を決議するとともに、個々の取締
役の職務執行を監督しております。取締役会の意思決定は、取締役会の後に開催される役員会におい
て、執行役員等に周知徹底しております。なお、取締役会は社外取締役２名を含め９名の取締役で構成
されております。

2）全社会議及び生産会議を定期的に開催し、販売目標の立案及び目標達成のための戦略、実現に向けた
施策を決定しております。

3）社外取締役と社外監査役を構成員とする会合を当該事業年度は８回開催し、社外役員の立場に基づく
情報交換、認識の共有を図っております。

4）取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規則、稟議規程等に基づき、適切に保存しております。
④子会社における業務の適正確保の状況
1）子会社が重要事項を決定するにあたっては、当社の「子会社管理規程」に基づき、当社取締役会また
は稟議書による事前の決裁を受けるか、事前の報告を行っております。

2）当社の取締役または使用人を子会社の取締役または監査役等に就任させており、子会社によるリスク
管理をサポートしております。また、当社の「内部監査委員会」による内部監査で、子会社のリスク管
理の状況を監査しております。

⑤監査役の職務の状況
1）当該事業年度は監査役会を10回開催し、監査に関する重要事項について報告及び決議を行っておりま
す。また、監査役は、取締役会等重要な会議への出席、代表取締役及び会計監査人との定期会合、「内
部監査委員会」との連携など、実効的な監査を実施しております。なお、監査役会は社外監査役２名を
含め３名の監査役で構成されております。

2）監査役の職務を補助する使用人を選任し監査役室を組織しております。当該使用人は「監査役室規程」
に基づき、監査役室における任務の遂行中は取締役の指示命令を受けないこととしております。
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（ご参考）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　
（1）基本的な考え方
　
当社は、「経営理念」及び「行動憲章」に基づく持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために
は、実効的なコーポレート・ガバナンスの確立が経営の重要課題であると考えており、コーポレート・ガバ
ナンス基本方針のもと、その確立に取り組んでおります。

　
コーポレート・ガバナンス基本方針

①株主の権利・平等性の確保
株主の権利が実質的に確保されるよう適切に対応するとともに、議決権の行使など株主の権利行使が適切
に行われる環境の整備を行ってまいります。また、株主の実質的な平等性を確保するため、十分な配慮を
してまいります。

②株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上は、様々なステークホルダーとの適切な協働の結果である
と認識し、「経営理念」及び「行動憲章」のもと、ステークホルダーに配慮した経営を行ってまいります。

③適切な情報開示と透明性の確保
当社の財務情報及び非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、任意開示による情報
提供を積極的に実施してまいります。また、情報の開示・提供にあたっては、正確さと分かりやすさに配
慮してまいります。

④取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を負っていることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長
期的な企業価値向上のため、その役割・責務を適切に果たしてまいります。また、監査役及び監査役会
は、株主に対する受託者責任を負っていることを踏まえ、独立した客観的な立場から判断を行い、その役
割・責務を適切に果たしてまいります。

⑤株主等との対話
株主を含む投資家との良好な関係を構築するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の
ため建設的な対話を実施してまいります。この対話により把握された株主の意見・懸念については経営に
反映してまいります。
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株主総会

選任

選任

選任報告 報告

連携
会計
監査

監査役
監査 監査役会

監査役３名
(うち社外監査役２名)

指名・報酬
諮問委員会

内部統制委員会

情報開示委員会
コンプライアンス

委員会
内部監査委員会
個人情報保護
委員会

内部
監査

答申

監督

取締役会

代表取締役

選定・監督

取締役９名
(うち社外取締役２名)

２名
(社長・常務)

役員会

各事業本部
グループ会社

助言

監査役室

会計監査人

顧問弁護士

（2）コーポレート・ガバナンス体制の概要
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①取締役会及び役員会
当社の取締役会は、定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重
要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。また、取締役会終了後には、社
内取締役、執行役員、国内子会社の取締役社長及び常勤監査役が出席する役員会を開催し、意思決定事項
の周知徹底を図っております。なお、2020年３月31日現在において、取締役は９名(うち社外取締役２
名)で構成されております。

②監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役は定例監査役会を開催するとともに、取締役会、役員会な
どに出席し、取締役の意思決定や職務遂行の監査を行っております。2020年３月31日現在において、監
査役は３名(うち社外監査役２名)で構成されております。

③執行役員制度
当社は執行役員制度を導入して、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図り、経営
の迅速化を進めております。2020年３月31日現在において、執行役員は10名で構成されております。

④指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、2019年７月31日付で「指名・報酬諮問委員会」を設置い
たしました。取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行ない、取締役会に対
して答申を行います。2020年３月31日現在において、委員は３名（うち社外取締役２名）で構成されて
おります。

⑤当該体制を採用する理由
当社は、上記のような体制を採用する事で、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を監督す
る機能の充実化が図れるとともに、的確な経営判断が可能な体制が十分に確保されているものと考えてお
ります。
また、取締役の任期を１年とし、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に
対応できる経営体制を構築する事ができるようにしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 32,762 流動負債 4,479
現金及び預金 14,038 支払手形及び買掛金 1,317
受取手形及び売掛金 9,325 短期借入金 533
有価証券 3,050 未払法人税等 171
商品及び製品 2,819 賞与引当金 586
仕掛品 1,039 その他 1,870
原材料及び貯蔵品 2,119 固定負債 8,694
その他 442 退職給付に係る負債 7,527
貸倒引当金 △73 再評価に係る繰延税金負債 350

固定資産 37,245 資産除去債務 135
有形固定資産 23,644 事業構造改善引当金 441
建物及び構築物 21,230 株式給付引当金 56
減価償却累計額 △14,447 その他 183
建物及び構築物（純額） 6,783 負債合計 13,174
機械装置及び運搬具 29,970 （純資産の部）
減価償却累計額 △23,770 株主資本 54,404
機械装置及び運搬具（純額） 6,199 資本金 4,102
土地 6,685 資本剰余金 7,129
建設仮勘定 3,066 利益剰余金 43,323
その他 6,518 自己株式 △150
減価償却累計額 △5,608 その他の包括利益累計額 1,107
その他（純額） 910 その他有価証券評価差額金 1,450

無形固定資産 195 土地再評価差額金 196
その他 195 為替換算調整勘定 △496
投資その他の資産 13,405 退職給付に係る調整累計額 △41
投資有価証券 10,301 非支配株主持分 1,321
繰延税金資産 2,431
その他 1,174
貸倒引当金 △503 純資産合計 56,833

資産合計 70,007 負債純資産合計 70,007
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 35,304
売上原価 27,086
売上総利益 8,218

販売費及び一般管理費 7,923
営業利益 294

営業外収益
受取利息 71
受取配当金 162
持分法による投資利益 80
雑収入 84 399

営業外費用
支払利息 9
為替差損 87
雑損失 5 101
経常利益 591

特別利益
投資有価証券売却益 560
事業構造改善引当金戻入額 22 582

特別損失
減損損失 639
投資有価証券評価損 9
事業構造改善引当金繰入額 440 1,088
税金等調整前当期純利益 86
法人税、住民税及び事業税 311
法人税等調整額 62 373
当期純損失 287
非支配株主に帰属する当期純利益 52

親会社株主に帰属する当期純損失 340
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 4,102 7,129 44,367 △155 55,443
当期変動額
剰余金の配当 △668 △668
親会社株主に帰属する当期純
損失（△） △340 △340

自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 △0 6 6
土地再評価差額金の取崩 △36 △36
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― △1,044 5 △1,039
当期末残高 4,102 7,129 43,323 △150 54,404

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 2,505 160 △319 △46 2,299 1,285 59,028
当期変動額
剰余金の配当 △668
親会社株主に帰属する当期純
損失（△） △340

自己株式の取得 △1
自己株式の処分 6
土地再評価差額金の取崩 △36
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △1,054 36 △177 4 △1,191 36 △1,155

当期変動額合計 △1,054 36 △177 4 △1,191 36 △2,194
当期末残高 1,450 196 △496 △41 1,107 1,321 56,833
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2020年05月25日 20時32分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 41 ―

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月12日

旭ダイヤモンド工業株式会社
取締役会 御中

あると築地有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 浅 野 昌 孝 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 厚 海 英 俊 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 神 山 敏 蔵 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、旭ダイヤモンド工業株式会社の2019年４月１日から2020年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭ダイヤ

モンド工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資産の部) (負債の部)

流動資産 23,567 流動負債 2,738
現金及び預金 8,300 買掛金 990
受取手形 2,300 未払金 621
売掛金 5,545 未払費用 210
有価証券 2,903 未払法人税等 134
商品及び製品 1,990 預り金 124
仕掛品 635 賞与引当金 462
原材料及び貯蔵品 1,323 その他 194
未収入金 432 固定負債 7,692
その他 152 退職給付引当金 7,012
貸倒引当金 △17 再評価に係る繰延税金負債 350

固定資産 31,769 資産除去債務 119
有形固定資産 18,686 株式給付引当金 56
建物 5,305 その他 152
構築物 216 負債合計 10,431
機械及び装置 3,629 （純資産の部）
車両運搬具 2 株主資本 43,243
工具、器具及び備品 405 資本金 4,102
土地 5,986 資本剰余金 7,129
リース資産 152 資本準備金 7,129
建設仮勘定 2,986 利益剰余金 32,162
無形固定資産 134 利益準備金 1,025
ソフトウエア 110 その他利益剰余金 31,136
その他 23 技術研究基金 350
投資その他の資産 12,948 別途積立金 25,000
投資有価証券 5,710 繰越利益剰余金 5,786
関係会社株式 4,229 自己株式 △150
長期貸付金 297 評価・換算差額等 1,661
繰延税金資産 2,267 その他有価証券評価差額金 1,465
差入保証金 373 土地再評価差額金 196
その他 81
貸倒引当金 △11 純資産合計 44,905

資産合計 55,336 負債純資産合計 55,336
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 27,740

売上原価 21,966

売上総利益 5,773

販売費及び一般管理費 5,839

営業損失 65

営業外収益

受取利息 11

受取配当金 643

有価証券利息 7

雑収入 70 733

営業外費用

為替差損 70

雑損失 1 71

経常利益 596

特別利益

投資有価証券売却益 560 560

特別損失

減損損失 639

投資有価証券評価損 9 648

税引前当期純利益 509

法人税、住民税及び事業税 144

法人税等調整額 32 176

当期純利益 332
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計技術研究

基金 別途積立金 繰越利益剰
余金

当期首残高 4,102 7,129 7,129 1,025 350 25,000 6,158 32,534
当期変動額
剰余金の配当 △668 △668
当期純利益 332 332
自己株式の取得
自己株式の処分 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 △36 △36
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △372 △372
当期末残高 4,102 7,129 7,129 1,025 350 25,000 5,786 32,162

（単位：百万円）
株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他有価
証券評価
差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △155 43,609 2,502 160 2,662 46,272
当期変動額
剰余金の配当 △668 △668
当期純利益 332 332
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 6 6 6
土地再評価差額金の取崩 △36 △36
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △1,036 36 △1,000 △1,000

当期変動額合計 5 △366 △1,036 36 △1,000 △1,367
当期末残高 △150 43,243 1,465 196 1,661 44,905
(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月12日

旭ダイヤモンド工業株式会社
取締役会 御中

あると築地有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 浅 野 昌 孝 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 厚 海 英 俊 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 神 山 敏 蔵 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、旭ダイヤモンド工業株式会社の2019年４月１日から2020年

３月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業
報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人あると築地有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人あると築地有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月14日
旭ダイヤモンド工業株式会社 監査役会
常 勤 監 査 役 香 山 盛 夫 ㊞
監査役（社外監査役） 大高 由紀夫 ㊞
監査役（社外監査役） 川 嶋 誠 人 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉

2020年05月25日 20時32分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 50 ―

〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉

2020年05月25日 20時32分 $FOLDER; 54ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



ホテル
ニューオータニ

地下鉄 四ツ谷駅

地下鉄 赤坂見附駅

地下鉄 麹町駅

迎賓館

学習院
初等科

上智大学

聖イグナチオ教会

交番

紀尾井ホール

清水谷公園

東京ガーデンテラス
紀尾井町

弁慶濠

麹町中学校

麹町学園
女子高校

麹町
小学校

日比谷高校

赤坂エクセル
ホテル東急青山

通り

新宿通り

赤坂口

２番口

麹町口

地下鉄 永田町駅

外
堀
通
り

JR
中央
本線

JR 四ツ谷駅

D紀尾井町口

７番口
９ａ口

●銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅（赤坂地下歩道 D 紀尾井町方面口）より徒歩10分
●半蔵門線 永田町駅（７番口）より徒歩10分
●南北線 永田町駅（９ａ口）より徒歩10分
●有楽町線 麹町駅（２番口）より徒歩10分
●丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅（赤坂口）より徒歩10分
●JR 中央線・総武線 四ツ谷駅（麹町口）より徒歩10分
◎ 当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。
◎ 当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

ホテルニューオータニ ザ・メイン

日本庭園

ザ・メイン
アーケード階
「麗の間」へ

赤坂見附駅、永田町駅から
お越しの方は、ガーデンコート５Fの
連絡通路をご利用ください。

ガーデンタワーガーデンタワー

ガーデンコートガーデンコート

本招集ご通知は、地球環境への負荷低減のため植物油インキを使用しています。

株主総会会場ご案内図
　

東京都千代田区紀尾井町４番１号
ホテルニューオータニ ザ・メイン アーケード階「麗の間」
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